
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

   

 

消防法施行令第３条第１項第２号の規定による乙種防火対象物の防火管理に関する

講習を次のとおり実施します。 

 

１ 講習の日時・場所 

 

《日 時》 【第１回目】 

令和３年１１月１６日（火） 

９時４０分から１７時００分まで 

【第２回目】 

令和３年１１月１８日（木） 

時間にあっては、第１回目と同じ 

 

《場 所》 京都中部広域消防組合消防本部 ３階 大会議室 

（亀岡市荒塚町１丁目９番１号） 

 

２ 受講の対象者 

当消防組合の管内（亀岡市、南丹市及び京丹波町）に居住又は勤務している者で、

乙種防火管理者の資格を取得しようとする者 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

乙種防火管理者の資格を取得される方の講習 

 

乙 種 防 火 管 理 講 習 の案 内 
  

 

京都中部広域消防組合消防本部  

 

消防法では、多数の者を収容する防火対象物の管理権原者に防火管理者を定めさ

せ、防火管理を実施するために必要な事項を消防計画として定めるとともに、この

計画に基づいて防火管理上必要な業務を行わせるよう義務付けています。 

防火管理者は、｢防火管理上必要な業務を適切に遂行できる管理的又は監督的地

位にある者｣で、かつ、｢防火管理に関する必要な知識及び技能を有している者｣と

規定されています。 

当消防組合では、この必要な知識及び技能を修得していただくために防火管理の

講習を実施しています。 



 

 

［参 考］ 

消防法第８条第１項 （抜粋） 

学校、病院、工場、事業所、興行場、百貨店、複合用途防火対象物、その他多数の

者が出入りし、勤務し、又は居住する防火対象物で政令で定めるものの管理について

権原を有する者は、政令で定める資格を有する者のうちから防火管理者を定め、当該

防火対象物について消防計画の作成、当該消防計画に基づく消火、通報及び避難の訓

練の実施、消防の用に供する設備、消防用水又は消火活動上必要な施設の点検及び整

備、火気の使用又は取扱いに関する監督、避難又は防火上必要な構造及び設備の維持

管理並びに収容人員の管理その他防火管理上必要な業務を行わせなければならない。 

 

３ 講習の日程 

時   間 
所要 

時間 
科     目 

乙 
種 

防 

火 

管 

理 

講 

習 

日 

程 

9:40～ 9:50 10分 オリエンテーション 

9:50～10:50 60分 防火管理の意義と制度Ⅰ 

10:50～11:00 10分 休 憩 

11:00～12:00 60分 火気取扱いの基本知識と出火防止対策Ⅰ 

12:00～13:00 60分 休 憩 

13:00～14:00 60分 施設・設備の維持管理Ⅰ 

14:00～14:10 10分 休 憩 

14:10～15:10 60分 自衛消防Ⅰ 

15:10～15:20 10分 休 憩 

15:20～16:20 60分 防火管理の進め方と消防計画Ⅰ 

16:20～16:30 10分 休 憩 

16:30～17:00 30分 
効 果 

測定等 
乙種効果測定、解答、修了証交付 

 

備考 時間は、都合により一部変更することがあります。 



 

 

４ 受講の手続き 

（１）受付期間 

令和３年１０月１８日（月）から１０月２７日（水）まで 

（土曜日及び日曜日を除く日の午前８時３０分から午後５時１５分まで） 

（２）受付場所 

各消防署（予防課予防係）・分署・各出張所 

（３）申込要領 

受講申込書に必要事項を記入し、最近６箇月以内に撮影した写真１枚（正面・

上半身・無帽・無背景 縦４cm×横３cm）を貼って申し込み、受講票を受け取っ

てください。（郵送不可） 

なお、受講資料は、講習当日にお渡しすることとしており、講習当日には、

受講資料の代金（３，７２０円）が必要となりますので、お釣りの必要がないよ

うに代金を準備しておいてください。 

 

５ 定 員 

甲種防火管理新規講習及び乙種防火管理講習の合計受講申込者数 各回２５名 

※ 定員になり次第、受付を終了しますので、早めの申込みをお願いします。 

 

６ 修了証の交付 

乙種防火管理講習の全課程を修了した方には、修了証を交付します。 

※ 一定の成果を確認するための効果測定があります。 

 

７ その他の注意事項 

（１）会場には、駐車場の余裕がありませんので、公共交通機関又は送迎で来場して

ください。 

（２）受講の申込み後に欠席することになった場合は、速やかに連絡してください。 

特に、当日の欠席は、定員超過で受講できなかった方の迷惑になりますので、

厳に慎んでください。また、受講の申込みをしないで、当日に来場された方は、

受講することはできません。 

（３）受講票の受講番号を必ず確認しておいてください。 

（４）受講票及び筆記具は、必ず持参してください。 

（５）講習の開始時刻は、両日とも９時４０分です。 

（６）受講票は、受講日に持参し、会場受付に提出してください。 

（７）受講票を提出されなかった場合は、欠席されたものとみなします。 

（８）講習の途中で退席された場合は、欠席されたものとみなします。 

（９）欠席されたものとみなした方には、修了証を交付しません。 

（10）受講票及び受講申込書は、理由を問わず、返却いたしません。 

（11）新型コロナウイルス感染症による緊急事態宣言が発令されている場合は、講習会を  

中止します。 



 

 

【 新型コロナウイルス感染症の感染防止対策のお知らせ 】 
 

 

 

詳しいことは、次のところまでお問い合わせください。 

１ 受講者は、必ずマスクを着用してください。 

２ 庁舎内は、飲食禁止としていますので、水分補給等は屋外でしてください。 

３ 受講者は、正面玄関風除室に自動で検温と手指消毒が行える機器を設置

していますので、午前と午後の２回、検温と手指消毒を行っていただき 

ますようお願いします。 

※ この検温において、３７．５度以上の発熱を認める場合や３７．５度

以下でも風邪の症状等がある場合は、受講を遠慮してください。 

４ 会場の座席配置は、受講者の間隔を２ｍ確保し、密を避けるとともに、

休憩時間ごとに換気しますので、寒さをしのげるような衣服を準備してお

いてください。 

５ 会場の出入口付近には、手指消毒用のアルコールを設置しますので、で

きるだけ頻繁に手指消毒を行ってください。 

６ 休憩時間ごとに会場入口扉等をアルコールで消毒します。 

７ 講師用の演台及び受講者の机には、パーテーションを取り付けます。 

 

京都中部広域消防組合 

 

【消防本部消防課予防係】 

  亀岡市荒塚町１丁目９番１号  

TEL ０７７１（２２）－９５８１ 

【亀岡消防署予防課予防係】 

  亀岡市荒塚町１丁目９番１号  

TEL ０７７１（２２）－９５８３ 

【園部消防署予防課予防係】 

     南丹市園部町上木崎町大将軍１９番地２  

TEL ０７７１（６２）－０１１９ 

 


